
                                         

 

（仮称）東京都北区スポーツ推進計画（案）に対する 

パブリックコメント実施結果 

 

１ 意見募集期間 

平成２４年３月２１日（水）から平成２４年４月２０日（金）まで 

 

２ 意見提出者数 ３名   

（提出方法別内訳）郵送 ２名、電子メール １名 

 

３ 意見総数  １０件 

 

４ 周知方法  北区ニュース（３月２０日号）、北区ホームページ、 

（計画（案）閲覧場所） 

区政資料室、各地域振興室、区立図書館、スポーツ施策推進担当課 

 

５ 区民から提出された意見の要旨及び教育委員会の考え方 

No 意見（要旨） 件数 教育委員会の考え方 

１ 

 スポーツ教室の参加資格に年齢

の上限を設けないでほしい。 

１ 

高齢者の体力や健康の維持・向上のために、

年齢や体力に応じて安全性を確保することに

より、参加資格・条件を緩和してまいります。 

【別紙２ パブコメによる修正 No2 に反映】 

２ 

 区立スポーツ施設で行うスポー

ツ教室については、指定管理者の変

更に伴い、親身に指導してくれたコ

ーチが替わってしまうことがない

よう参加者の声を聞いてほしい。 

１ 

区立スポーツ施設の窓口等において、利用者の

皆様の声をうかがっております。利用者のニー

ズにあわせた事業実施を推進してまいります。 

３ 

指導者のレベルでスポーツ教室

を行うのではなく、参加者の体力や

技術に応じた内容を考案して効果

的に進めてほしい。 

１ 

初心者や経験者などにかかわらず、スポーツ

の楽しみ方や健康・体力づくりについて指導で

きる人材を育成するとともに、指導者のスキル

アップを図ります。 

【別紙２ パブコメによる修正 No4 に反映】 

４ 

スポーツクラブ等は選手の養成ば

かりでなく、心の通った魅力ある交

流の場となることを願っている。 

１ 

交流の場となることは、とくに地域スポーツの

目的の一つとして受けとめております。 

【別紙２ パブコメによる修正 No3 に反映】 



                                         

５ 

「体育」と「スポーツ」の違いを明

確化し、広く理解される必要があ

る。 

１ 

「体育」と「スポーツ」のとらえ方にはいろ

いろ議論があるようです。一般的には「体育」

は学校で行われる教育活動を意味する用語そ

して理解されていると思われます。 

本計画で用いる「スポーツ」は、スポーツ振

興法（1961 年）で規定されていた「運動競

技及び身体活動（キャンプ活動その他の野外活

動を含む。）であって、心身の健全な発達を図

るためにされるもの」に則り、人々が行う意図

的な身体活動を対象としています。また、「ス

ポーツ」には多様な活動が含まれていることに

ついて、事業の告知等を通して多くの区民に理

解していただけるよう努めていきます。 

本計画では、「第４章 基本的な考え（骨子）」

の中で「スポーツ」を定義付けるとともに、「体

育」は学校の教育活動としています。 

６ 

閉校した学校施設をクラブハウ

スに改築して区民のコミュニティ

の場を提供するべきである。 
1 

クラブハウスの予定はありませんが、平成

24 年度よりコミュニティ・アリーナを開設し

て区民のコミュニティの場として整備してま

いります。 

７ 

北区で特定種目を絞り、集中的に

普及する必要性がある。北区は私立

高校と協働してバスケットの街を

目指すのがいいと思う。 

１ 

北区では、特定種目を絞らずに、子どもたち

が様々な運動やスポーツに触れ、その中から自

分に合ったスポーツを主体的に選ぶことので

きる環境づくりを推進してまいります。 

８ 

クラブハウスという場の提供が

できたなら、スポーツ教室だけでな

く文化教室やカフェレストラン設

置等、民間とコラボレーションする

べきである。 

１ 

民間とコラボレーションする予定はありま

せんが、民間事業者との連携について、他の自

治体における連携の事例などを研究していき

ます。 

 

９ 

スポーツ参加機会の提供につい

て区民に周知を図り、区民のつなが

りを促進するため、従来の方法をや

めてソーシャルメディアを活用し

てほしい。 

１ 

北区では平成 23 年度より公式ツイッター

を開始しました。ソーシャルメディアなど様々

な手段による情報提供について検討していき

ます。 

【別紙２ パブコメによる修正 No5 に反映】 

10 

週に一度、昼間の時間に、キンボ

ール等、いくつかのスポーツ種目が

できる公開日を設けてほしい。 １ 

現在、北区スポーツ推進委員協議会の活動とし

て、公開日を月一回程度設けてキンボール講習

会を行っています。今後もニュースポーツの体

験機会の充実を図ってまいります。 

【別紙２ パブコメによる修正 No1 に反映】  



                                         

 

６ パブリックコメントによる内容の修正箇所 

No 修正後 修正前 修正案の位置・内容 

１ 

また、その活動と委員相互の連携を

図るためにスポーツ推進委員協議会

を設けて、ニュースポーツの普及やス

ポーツ行事への協力、研修会の実施等

を行っています。 

なお、その活動と委員相互

の連携を図るためにスポーツ

推進委員協議会を設けていま

す。 

19 ページ 

本文 13～15 行目 

 

下線部分を修正・追

加 

２ 

 活力ある長寿社会を実現するため

に、年齢や体力に応じて安全管理を図

ることにより、様々なイベントや講

座・教室を開催していきます。 

 活力ある長寿社会を実現す

るために、様々なイベントや

講座・教室を開催していきま

す。 

38 ページ 

6～7行目 

 

下線部分を挿入 

３ 

家庭、学校、地域をはじめ、スポー

ツ関係機関や団体などが連携・協働に

よる区民のスポーツ実施率向上の仕

組みづくりが必要です。地域における

スポーツ活動が、健康づくりや交流の

場となるよう推進していきます。 

家庭、学校、地域をはじめ、

スポーツ関係機関や団体など

が連携・協働による区民のス

ポーツ実施率向上の仕組みづ

くりが必要です。 

（素案では 40ページ） 

41 ページ 

本文 1～３行目 

 

下線部分を追加 

 

 

４ 

 参加者の経験の有無等にかかわら

ず、スポーツの楽しみ方や健康・体力

づくりについて指導が行える人材を

増やしていくとともに、指導者のスキ

ルアップを図ります。 

 スポーツの楽しみ方や健

康・体力づくりについて指導

が行える人材を増やしていく

とともに、指導者のスキルア

ップを図ります。 

（素案では 47ページ） 

48 ページ 

26～28行目 

 

下線部分を挿入 

５ 

○《検討》様々な手段による情報提供

の促進 

 北区では、平成 23 年度より公式ツ

イッターを開始しました。ソーシャル

メディアなど、様々な手段による情報

提供について検討していきます。 

 

 

 

（素案 49 ページ 15 行目の

下に推進計画１件を追加） 

 

50 ページ 

25～27行目 

 

下線部分（推進計画

1 件）を追加 

 

 


